
令和 6年 (行 ウ)第 85号  地位確認等請求事件

原告 新 田久美 外

被告 国

意見陳述 要 旨

令 和 6年 6月 27日

東京地方裁判所 民事第 2部 Db係  御 中

原 告   里  子

原 告   九  郎

1 里 子 と 申 します 。

私 は九 郎 と法 律 婚 を して今 年 で 35年 を迎 え よ うと してい ます 。

2 まず 初 め に 、 法 律 婚 を した経 緯 を 申 し上 げ ます 。

結 婚 しよ うと決 め た 時 に、最 初 に 2人 で話 し合 わ な けれ ば な らな か

つ た こ とは 、姓 、名 字 を ど うす るか とい うこ とで した。 婚 姻 届 を 出す

以 上 、 2つ の名 字 の うち 、 どち らか 1つ だ け を選 ば な けれ ば な りませ

ん で した。

私 た ち は 、 紆 余 曲折 を経 て の結 婚 で した の で 、事 実 婚 で は な く、 法

律 上 も しつ か りとつ なが つた夫 婦 で あ りた い と望 ん で い ま した。

話 し合 っ た 末 、 里 子 が名 字 を変 え る こ とで合 意 しま した。 九郎 の仕

事 上 もそ の ほ うが便 宜 が よい と考 え、 ま た 、選 択 的夫 婦 別 姓 が いず れ

認 め られ るだ ろ うとい う思 い もあ りま した。
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3 次 に 、法 律 婚 を して か らの経 緯 を 申 し上 げ ます 。

里 子 は 、結 婚 に よ り遠 方 に あ る夫 の住 居 へ 転 居 しま した。 住 む 場 所

も名 字 も変 わ り、 同 じ 1人 の人 間 で あ る の に、 ま るで別 人 に な っ た気

分 で した。 自分 の今 ま で の人 生 がす べ K消 え失 せ た よ うな喪 失感 、夫

の名 字 で 呼 ばれ る違 和感 が 大 き くな りま した。 結 婚 前 に取 つた免 許 や

資 格 も、 戸 籍 姓 に変 更 す る手 続 きが必 要 で した。 これ ま で 生 きて きた

証 をす る もの が 、 す べ て 見 知 らぬ名 前 に変 わ って い くこ とに、 大 き な

失 望 を抱 きま した。

当時 の 心境 につ い て は 、後 に雑 誌 に投 稿 し、掲 載 され ま した。

4 仕 事 に 関 して も、結 婚 後 に新 た に資格 を取 って就 職 しま した が 、戸

籍 姓 の資 格 とな っ た た め職 場 で も夫 の姓 で 呼 ばれ る こ と とな り、違 和

感 は 消 えませ んで した。

そ の後 、夫 の仕 事 の 関係 で 転 居 を繰 り返 しま した が 、 そ の た び に非

正 規 で は あ ります が 、新 た な仕 事 に就 き ま した。 転 職 の 際 は 、 まず は

就 職 す る こ とが第 一 だ っ た の で 、 旧姓 を使 用 した い とい う希 望 や 条 件

を伝 え る こ とは で き ませ ん で した。

ま た 、子 どもに 関 わ る仕 事 を して き ま した が 、 教 育 や 保 育 の現 場 で

は 、 女 性 が結 婚 す る と突 然 名 字 が変 わ り、 子 どもた ち に も○ ○先 生 に

変 わ っ た 、 と教 え る状 況 を 目に し、 女性 は結 婚 す る と名 字 が変 わ る、

とい う刷 り込 み をす る こ とに な つて い る と感 じて きま した。

5 こ う した経 験 か らも、 2人 の うち 、一 方 だ け の姓 を選 ば ざ る を え な

い の は 、不 平 等 につ な が る と思 い ます 。 強 い られ た姓 で 生 き る こ とは

本 人 に とつ て は苦 痛 で あ り、 2人 の 間 の 平 等 性 を損 な うもの で あ り、

人 権 の 問題 で あ る と思 い ます 。
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私 は 自分 自身 で あ りた い とい う、そ の 思 い で別 姓 を希 望 して い ます。

だれ もが結 婚 して も 自分 の望 む名 宇 、名 前 の ま ま で い られ る よ う、選

択 的 夫 婦 別 姓 の一 日も早 い 実 現 を望 み ます 。

6 次 に、 九郎 の 立場 か ら本 人 に代 わ り申 し上 げ ます 。

結 婚 を決 めた 当時 は 、女 性 で あ る妻 が 改 姓 す る こ とが 当然 だ とい う

気 持 ち が少 なか らず あ つた と思 い ます が 、結 婚 30数 年 を経 て 、最 近 、

妻 の 心 の痛 み に も共 感 す る よ うに な り、妻 の 半 生 を奪 っ て しま っ た と

い う気 持 ちす らあ ります 。

ま た 、私 の周 囲 に は 、男 性 の ほ うが 改 姓 した人 が何 人 か い ます が 、

旧姓 で仕 事 を続 け て い る男 性 た ち は 、や は り職 場 で事 務 処 理 上 、煩 雑

な処 理 が 多 々 あ り、 面倒 なや りと りを余 儀 な く され て い ます 。 濃 択 的

夫 婦 別 姓 が 実 現 して い た ら、彼 らも どん な に楽 に な るだ ろ うか と思 い

ます 。

この 問題 は 、女 性 だ けの 問題 で は な く、1つ の姓 しか選 べ ない 、とい

う点 が 大 き な社 会 問題 で あ り、一 方 が 強 制 的 に改姓 させ られ るの は人

権 の 上 で も問題 だ と思 うの で す 。

現 在 の 日本 で は 、 法 律 婚 を して い る夫 婦 が ほ とん どです が 、全 て の

夫 婦 が 同姓 に な る こ とを喜 ん で受 け入 れ て い るの で し ょ うか。 私 は 、

最 近 、 妻 と社 会 問題 につ い て も よ く話 し合 うよ うに な り、 日本 社 会 に

お い て 人権 意 識 が とて も低 い こ とを感 じて い ます 。

私 た ちの よ うな法 律 婚 を して い る夫 婦 に も、別 姓 をの ぞ む方 々 が少

なか らず い るはず で す 。 私 た ち と思 い を 同 じ くす る方 々 が い る こ とも

知 つ て い た だ き、 身 近 な夫 婦 別 姓 の 問題 か ら 日本 社 会 の人 権 意 識 が 少

しで も向上 して ほ しい と願 つ て い ます 。

以 上
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